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需給調整市場における対応措置の全体像

⚫ 2021年度より開始された需給調整市場では、その適正な取引を確保するため、当分の間、電気事業法に基づく業務改善
命令や業務改善勧告等の事後的な措置に加えて、上乗せ措置として市場支配力を有する蓋然性の高い事業者には、一定
の規範に基づいて入札を行うことを要請する事前的措置を講じることとされた。

⚫ 今回は、2025年度の事前的措置の対象事業者を決定するにあたり、➀地理的範囲の画定、②大きな市場支配力を有する
蓋然性の評価を行い、事前的措置の対象とする事業者の範囲について検討を行ったので、その内容についてご議論いた
だきたい。

事前的措置の対象とする事業者の範囲の検討について
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本日の内容

対象事業者 法的措置 上乗せ措置

大きな市場支配力を
有する事業者

それ以外の事業者

（事後的措置）
「市場相場を変動させることを目的として市場
相場に重大な影響をもたらす取引を実行するこ
と又は実行しないこと」があった場合には、業務
改善命令等で是正

（事前的措置）
登録価格に一定の規律を設け、それを遵守す
るよう要請



⚫需給調整市場における事前的措置は、大きな市場支配力を有する事業者に対し、競争的な市場において合理的な行動とな
る価格で入札を行うことを求めており※、その具体的な内容は、需給調整市場ガイドラインに規定している。
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（参考）需給調整市場における事前的措置について

需給調整市場ガイドライン（抜粋）

※事前的措置の対象外の事業者においても、これを遵守している限りにおいては、市場相場を変動させることを目
的としていないとみなされ、業務改善命令等の対象とはならない。すなわち、セーフハーバーとなる。

Ⅰ．本文書の位置づけ 
２０２１年度から開設される需給調整市場において、その適正な取引を確保するための措置については、

電力・ガス取引監視等委員会制度設計専門会合において、当分の間、電気事業法に基づく業務改善命令や業
務改善勧告の事後的な措置に加えて、上乗せ措置として、市場支配力を有する蓋然性の高い事業者には一定
の規範に基づいて入札を行うことを要請するという事前的措置を講じることとされた。

この事前的措置の考え方については、大きな市場支配力を有する事業者（地域間連系線の分断等が生じた
場合に市場支配力を有することとなる蓋然性が高い事業者を含む。）に対して、競争的な市場において取る
であろう行動を常に取るよう求めることが適当とされ、また、このような行動は、大きな市場支配力を有す
る事業者のみならず、それ以外の事業者においても望ましいものであるとされた。

以上を踏まえ、「適正な電力取引についての指針（以下「適取ガイドライン」という。）」において、需
給調整市場における「望ましい行為」として、上記の考え方を規定し、その詳細について、本文書を策定し
参考とすることとされた。

本文書は、需給調整市場における事前的措置の考え方の詳細を示すことで、需給調整市場の適切な運営を
目指すものである。

2024年2月 第94回制度設計専門会合 資料7



現行の需給調整市場ガイドラインにもとづく望ましい行為の詳細（抜粋）
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（参考）需給調整市場における事前的措置について



現行の需給調整市場ガイドラインにもとづく望ましい行為の詳細（抜粋）
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（参考）需給調整市場における事前的措置について



現行の需給調整市場ガイドラインにもとづく事前的措置の対象とする事業者の範囲（抜粋）
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（参考）需給調整市場における事前的措置について



現行の需給調整市場ガイドラインにもとづく事前的措置の対象とする事業者の範囲（抜粋）

7

（参考）需給調整市場における事前的措置について



⚫ 第１回制度設計・監視専門会合（2024年９月30日）において、需給調整市場での事業者による不適切な行動の事案を
報告し、需給調整市場ガイドラインの改正を整理。その後、2024年11月29日の電力・ガス取引監視等委員会で以下の
とおり、経済産業大臣に需給調整市場ガイドライン改定の建議を実施した。

⚫ 資源エネルギー庁は、建議を受けて、第98回制度検討作業部会（2024年12月24日）にて、需給調整市場ガイドライン
を改定することを整理。2025年３月13日から改定された需給調整市場ガイドラインが運用開始となる予定。

需給調整市場ガイドライン改定の建議
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（参考）需給調整市場における事前的措置について

2024年11月 第545回電力・ガス
取引監視等委員会 資料5
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（参考）事前的措置の対象とする事業者の範囲を決定するに当たり整理すべき事項

⚫ 事前的措置の対象とする事業者の範囲（一定の基準）を設定するに当たっては、以
下の点を整理することが必要となる。

⚫ これらの整理に基づき、分析・評価を実施し、事前的措置の対象とする事業者の範囲
を設定する。

事前的措置の対象とする事業者の範囲を設定するに当たり整理すべき事項
（設定プロセス）

⚫ 分析・評価の対象とする地理的範囲の検討

– 競争の外縁となる市場を画定する。例えば、ある事業者が、あるエリアで大きな市場支配
力を有していたとしても、全国大で評価した場合は、その市場支配力が相対的に低下する
場合があり得る。このように、市場支配力を評価する場合は、どこまでの地理的範囲で評
価すべきかをまず特定する必要がある（これを市場の画定という）。

– 電力市場の場合、地域間連系線で分断が生じると分断されたエリア間では競争が生じ得な
いため、地理的範囲（市場）の画定は、分断されたエリアごととするのが合理的。

⚫ 当該地理的範囲において事前的措置の対象とする事業者の範囲を設定する分析手法の
検討

– 当該地理的範囲において、各事業者の市場支配力有無の蓋然性をどのような手法で評価す
るかを検討。

– 評価手法決定後は、評価基準値を検討。

2022年2月 第70回制度設計専門会合 資料5
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1.地理的範囲の画定について

2.大きな市場支配力を有する蓋然性の評価について

3.2025年度の事前的措置の対象とする事業者の範囲について



⚫ 需給調整市場ガイドラインにもとづき2025年度の対象事業者を特定するにあたって、地理的範囲の画定について、従
来までの設定方法の整理のもとで分析・評価を実施した。
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2025年度向けの地理的範囲の画定方法について

２０２５年度設定 （参考）２０２４年度設定

調整力
ΔｋＷ市場
（週間取引）

・週間商品（一次～三次①）の広域調達の時点（前週火曜
日）の分断実績（２０２４年１月～２０２４年１２月）

・週間商品（三次調整力➀）の広域調達の時点（前週火曜
日）の分断実績（２０２３年１月～２０２３年１２月）

調整力
ΔｋＷ市場
（前日取引）

・前日商品（三次調整力②）の広域調達の時点（前日１４
時）の分断実績（２０２４年１月～２０２４年１２月）

・前日商品（三次調整力②）の広域調達の時点（前日１４
時）の分断実績（２０２３年１月～２０２３年１２月）

調整力
ｋＷｈ市場

・調整力の広域運用の時点（実需給１１分前）の分断実績
（２０２４年１月～２０２４年１２月）

・調整力の広域運用の時点（実需給１1分前）の分断実績
（２０２３年１月～２０２３年１２月）

地理的範囲の画定方法

直近１年間における商品別の広域調達時点の分断実績に着目し、地域間連系線の年間平均分断率（年間コマ数に占める両方向の分断
率の合計平均のコマ数の割合）が原則２０％超※の場合には、分断されていると判断し市場画定する。
※ある連系線が分断されていると判断された場合も、他ルートの連系線で市場が結合していると判断される場合など実質的な分断状況を勘案する。

具体的設定

地理的範囲の画定方法
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2024年度向けの分析における市場画定の基準

⚫ 2024年度向けの分析（2023年のデータを用いた分析）において、市場画定を行う評価基準に
ついては、2023年度向け分析の基準を踏襲することとしてはどうか。

⚫ 具体的には、年間平均で分断率（両方向のいずれかで分断があったコマ数）が20%を超え
ている連系線については、分断されていると判断して市場画定することとしてはどうか。
※ ある連系線が分断されていると判断された場合も、他ルートの連系線で市場が結合していると判断される場合などは実質的な分断状況を勘

案する。

2024年2月 第94回制度設計専門会合 資料7



⚫ 週間商品の広域調達時点（前週火曜）において、ブロック単位で連系線確保量（順方向・逆方向）を確認した結果※、
両方向の分断率の合計平均が２０％を超えた分断率となっているエリアは赤枠のとおりである。

※ 週間商品の広域調達可能な連系線確保量の上限は、連系線容量からスポット・時間前市場向けに残す連系線容量（β）を除いた残余分とされている。市場分断発生割合は、当該上限を基に算定している。

⚫ 年間平均２０％を基準とすると、➀北海道②東北③東京④中部⑤北陸・関西・中国・四国⑥九州の６エリアで市場を画
定することが適当と考えられる（関西-四国間は、中国エリアを経由して取引可能）。

週間商品（一次～三次➀）の広域調達の分断実績（2024年1月～2024年12月）
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地理的範囲の検討結果➀（調整力ΔｋＷ市場）

１月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月 全体

北海道－東北 50.0% 58.4% 100.0% 75.2% 87.5% 93.8% 100.0% 99.2% 95.2% 100.0% 59.4% 68.8% 82.3%

東北－東京 47.6% 14.4% 52.2% 50.0% 46.8% 50.0% 50.0% 32.1% 50.0% 45.2% 40.2% 45.0% 43.6%

東京－中部 100.0% 100.0% 72.6% 51.0% 69.0% 66.9% 75.0% 75.8% 74.4% 69.8% 67.1% 88.9% 75.9%

中部－北陸 52.0% 50.6% 51.4% 41.5% 39.1% 55.6% 54.8% 50.0% 49.2% 50.4% 50.4% 51.0% 49.7%

中部－関西 51.4% 62.5% 47.0% 60.8% 70.6% 59.4% 68.8% 81.3% 65.4% 68.8% 50.0% 54.4% 61.7%

北陸－関西 35.5% 1.3% 4.0% 29.2% 20.4% 0.2% 0.0% 18.8% 46.0% 3.6% 0.0% 4.4% 13.6%

関西－中国 12.5% 0.0% 13.3% 9.4% 0.0% 25.0% 25.0% 0.0% 21.9% 9.9% 25.0% 0.0% 11.8%

関西－四国 94.8% 100.0% 94.2% 95.6% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 98.7%

中国－四国 22.6% 0.0% 2.8% 18.8% 45.2% 10.6% 55.0% 14.5% 0.0% 26.4% 1.5% 6.3% 17.0%

中国－九州 33.3% 41.4% 37.3% 74.6% 76.2% 54.2% 36.7% 36.3% 38.1% 53.6% 43.8% 33.9% 46.6%

2024年1月～2024年12月までの週間商品の広域調達時点における分断発生割合



⚫ 前日商品の広域調達時点（前日１４時）において、ブロック単位で連系線確保量（順方向・逆方向）を確認した結果、
両方向の分断率の合計平均が北陸-関西、関西-中国を除いたエリア間で２０％を超えている。

⚫ 年間平均２０％を基準とすると➀北海道②東北③東京④中部⑤北陸・関西・中国⑥四国⑦九州の７エリアで市場を画定
することが適当と考えられる。

前日商品（三次②）の広域調達の分断実績（2024年1月～2024年12月）
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地理的範囲の検討結果②（調整力ΔｋＷ市場）

１月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月 全体

北海道－東北 34.3% 39.0% 52.4% 54.6% 52.4% 55.2% 76.6% 68.8% 63.3% 50.4% 30.6% 48.8% 52.2%

東北－東京 42.7% 47.4% 27.0% 31.5% 33.1% 46.7% 49.6% 40.3% 46.7% 45.8% 36.0% 47.2% 41.2%

東京－中部 52.2% 48.1% 58.7% 39.8% 45.6% 41.7% 56.9% 67.5% 61.0% 65.5% 48.8% 52.6% 53.2%

中部－北陸 41.9% 38.1% 30.0% 38.3% 68.3% 70.4% 36.1% 37.3% 49.4% 76.4% 39.8% 57.3% 48.6%

中部－関西 55.4% 51.1% 54.8% 68.1% 54.6% 52.3% 46.6% 53.0% 47.3% 51.2% 47.9% 47.6% 52.5%

北陸－関西 26.4% 26.9% 18.3% 20.4% 0.2% 5.6% 6.9% 15.1% 34.8% 3.6% 5.8% 7.1% 14.3%

関西－中国 7.5% 6.3% 11.7% 4.6% 9.3% 6.0% 17.1% 11.3% 2.3% 5.8% 10.0% 18.5% 9.2%

関西－四国 97.6% 95.9% 99.8% 90.2% 100.0% 100.0% 100.0% 97.2% 100.0% 99.4% 100.0% 100.0% 98.3%

中国－四国 19.6% 14.7% 13.9% 26.5% 84.7% 49.6% 72.6% 12.9% 21.3% 47.8% 48.5% 48.0% 38.3%

中国－九州 29.0% 29.3% 34.1% 40.6% 44.0% 14.4% 23.4% 20.8% 29.0% 21.0% 30.0% 35.3% 29.2%

2024年1月～2024年12月までの前日商品の広域調達時点における分断発生割合



⚫ 調整力kWh市場の運用時点（実需給11分前）における、広域運用分断エリア情報より算定をした結果、コマ数にもとづ
く市場分断発生割合は、北陸-関西、関西-中国、関西-四国、中国-四国を除いたエリア間で２０％を超えている。

⚫ 年間平均２０％を基準とすると➀北海道②東北③東京④中部⑤北陸・関西・中国・四国⑥九州の６エリアで市場を画定
することが適当と考えられる。
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地理的範囲の検討結果③（調整力ｋＷｈ市場）

１月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月 全体

北海道－東北 87.3% 86.4% 87.0% 82.8% 81.5% 84.2% 92.0% 86.4% 82.3% 83.3% 80.8% 87.0% 85.1%

東北－東京 33.5% 37.6% 9.6% 25.8% 20.8% 28.8% 77.3% 61.8% 43.2% 35.1% 17.5% 36.4% 35.7%

東京－中部 23.8% 13.8% 49.7% 90.6% 88.8% 91.5% 89.4% 89.3% 93.1% 96.7% 90.0% 91.7% 75.9%

中部－北陸 31.1% 40.9% 35.6% 33.5% 43.2% 52.9% 39.4% 33.3% 49.7% 51.8% 65.1% 69.7% 45.5%

中部－関西 36.4% 46.9% 38.7% 48.5% 43.2% 54.7% 39.2% 33.9% 61.9% 52.0% 65.0% 68.7% 49.0%

北陸－関西 15.8% 20.2% 18.6% 17.9% 1.2% 3.3% 0.2% 1.2% 13.1% 1.7% 1.0% 4.8% 8.2%

関西－中国 0.2% 0.0% 7.3% 1.7% 2.0% 4.8% 7.9% 3.6% 1.5% 4.6% 3.7% 2.8% 3.4%

関西－四国 0.8% 0.1% 7.3% 5.1% 17.2% 24.0% 28.5% 9.0% 3.8% 10.5% 59.5% 61.3% 19.0%

中国－四国 0.6% 0.1% 3.6% 4.2% 17.1% 19.9% 26.3% 7.1% 2.8% 8.0% 59.1% 59.8% 17.4%

中国－九州 7.9% 19.4% 15.1% 16.5% 13.0% 10.1% 38.6% 22.4% 39.7% 23.0% 41.2% 41.1% 24.0%

2024年1月～2024年12月までの調整力の広域運用時点における分断発生割合



調整力kWh市場における地理的範囲

調整力ΔkW市場における地理的範囲（週間商品（三次➀））

a. 北海道
b. 東北
c. 東京
d. 中部
e. 北陸・関西・中国・四国
f. 九州

f

d

a

a. 北海道
b. 東北・東京
c. 中部
d. 北陸・関西・中国・四国
e. 九州

b

c

e

（参考）2024年度 2025年度

a

c

e

a. 北海道
b. 東北
c. 東京
d. 中部
e. 北陸・関西・中国・四国
f. 九州

a

b

c
d

e

f

分断実績を踏まえた地理的範囲のとりまとめ
・前頁までの分析結果から分断実績を踏まえた地理的範囲は以下のとおりとなる。

調整力ΔkW市場における地理的範囲（前日商品（三次②））

a. 北海道
b. 東北・東京
c. 中部
d. 北陸・関西・中国・四国
e. 九州

a

b

b

c

d

e
d

a. 北海道
b. 東北
c. 東京
d. 中部
e. 北陸・関西・中国
f. 四国
g. 九州 f

a

b

c
de

g

調整力ΔkW市場における地理的範囲（前日商品（三次②））

調整力ΔkW市場における地理的範囲（週間商品（一次～三次➀））

調整力kWh市場における地理的範囲

a. 北海道
b. 東北
c. 東京
d. 中部
e. 北陸・関西・中国・四国
f. 九州

f

a

b

c
d

e
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⚫なお、連系線に空きがある場合でも、ΔｋＷ市場においては、隣接エリアにおける調整力不足等により、実質的に広域調達
ができないことが想定されるため、広域予備率が低いコマである需給ひっ迫時を対象に、補足的に考察を行った。

⚫広域予備率が低いコマにおける連系線の分断状況及び三次調整力の調達状況を確認した結果、いくつかのコマで市場分断
が生じていないものの、隣接エリアにおける調整力余剰がないために、実質的に広域調達がなされていないことが確認さ
れた。

⚫また、実質的に広域調達がなされていないということは、連系線が分断されていることと同義であると考えられることか
ら、連系線が分断されているものと見なして地理的範囲を画定することも理論上は考えられる。

⚫そのため、地理的範囲を検討するにあたりΔｋＷ市場においては隣接エリアにおける調整力の有無も考慮して、検討した。

17

（参考）隣接エリアの調整力充足状況を考慮したケース

対象：以下の広域予備率が低い上位コマ
（2024/1/1～2024/6/30）

➀九州 ：4/11 17時30分 予備率4.74
②東京 ：5/15 15時30分 予備率6.49
③北海道：3/19   0時30分 予備率6.84
④東京 ：6/17 13時30分 予備率7.25
⑤東京 ：4/5   11時00分 予備率7.38

隣接エリアとの調整力充足状況結果

←地域間連系線に分断が生じていないものの、隣接エリア
の調整力余剰がないために、実態として広域調達が実施さ
れていないことが確認された。

このため、ΔｋＷ市場の地理的範囲の検討においては、隣
接エリアの調整力の充足状況を考慮した方が、より実態を
適切に反映することにはならないか。



⚫調整力ΔｋＷ市場の地理的範囲の検討において、隣接エリアの調整力の有無を考慮した実質的な分断状況を考察した場合
には、以下の3点に集約される。

➀連系線空容量があり、かつ、自エリアの募集量が100%充足されている（≒他エリアに送電可能な調整力がある）。

②連系線空容量があるが、自エリアの募集量が100％充足されていない（≒他エリアに送電可能な調整力がない）。

③連系線空容量がない。

⚫ 今回のように、地理的範囲の検討を従来どおりの方法で行う場合は、③の場合のみを考慮することになるが、隣接エリ
アの調整力の有無を考慮する場合は、②と③の合計で考えることになる。
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（参考）隣接エリアの調整力充足状況を考慮したケース

【前日商品（三次②）】

広域調達可能性調査（2024/1/1～2024/12/31）

▷北海道-東北間

➀②

③

調整力調達量
調整力募集量

※調整力充足度＝

北海道⇒東北への融通可能性確認結果（➀41.8％②11.5％③46.7％） 東北⇒北海道への融通可能性確認結果（➀38.6％②3.5％③57.9％）



19

（参考）広域調達可能性調査（2024/1/1～2024/12/31）

▷東北-東京間

【前日商品（三次②）】

▷東京-中部間

東北⇒東京への融通可能性確認結果（➀15.7％②3.0％③81.3％） 東京⇒東北への融通可能性確認結果（➀83.4％②15.6％③1.0％）

東京⇒中部への融通可能性確認結果（➀58.4％②11.5％③30.2％） 中部⇒東京への融通可能性確認結果（➀17.4％②6.2％③76.4％）
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（参考）広域調達可能性調査（2024/1/1～2024/12/31）

▷中部-北陸間

【前日商品（三次②）】

▷中部-関西間

中部⇒北陸への融通可能性確認結果（➀60.0％②14.9％③25.2％） 北陸⇒中部への融通可能性確認結果（➀24.7％②3.1％③72.2％）

関西⇒中部への融通可能性確認結果（➀13.7％②1.6％③84.7％） 中部⇒関西への融通可能性確認結果（➀67.1％②12.6％③20.3％）
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（参考）広域調達可能性調査（2024/1/1～2024/12/31）

▷北陸-関西間

【前日商品（三次②）】

▷関西-中国間

北陸⇒関西への融通可能性確認結果（➀86.2％②6.5％③7.3％） 関西⇒北陸への融通可能性確認結果（➀72.5％②6.4％③21.1％）

関西⇒中国への融通可能性確認結果（➀90.4％②8.2％③1.4％） 中国⇒関西への融通可能性確認結果（➀75.8％②7.1％③17.1％）
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（参考）広域調達可能性調査（2024/1/1～2024/12/31）

▷関西-四国間

【前日商品（三次②）】

▷中国-四国間

関西⇒四国への融通可能性確認結果（➀0.7％②0.9％③98.5％） 四国⇒関西への融通可能性確認結果（➀1.7％②-③98.3％）

中国⇒四国への融通可能性確認結果（➀72.3％②5.8％③21.9％） 四国⇒中国への融通可能性確認結果（➀41.9％②3.0％③55.1％）



23

（参考）広域調達可能性調査（2024/1/1～2024/12/31）

▷中国-九州間

【前日商品（三次②）】

中国⇒九州への融通可能性確認結果（➀80.8％②4.0％③15.2％） 九州⇒中国への融通可能性確認結果（➀50.6％②6.1％③43.3％）

【週間商品（一次～三次➀）】

週間商品についても同様に各エリアを実施

北海道⇒東北への融通可能性確認結果（➀14.4％②13.4％③72.2％） 東北⇒北海道への融通可能性確認結果（➀0.1％②7.3％③92.7％）
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（参考）広域調達可能性調査（2024/1/1～2024/12/31）

▷東北-東京間

【週間商品（一次～三次➀）】

東北⇒東京への融通可能性確認結果（➀6.1％②6.8％③87.1％） 東京⇒東北への融通可能性確認結果（➀24.5％②75.1％③0.4％）

東京⇒中部への融通可能性確認結果（➀2.2％②41.8％③56.1％） 中部⇒東京への融通可能性確認結果（➀2.5％②1.9％③95.6％）

▷東京-中部間
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（参考）広域調達可能性調査（2024/1/1～2024/12/31）

▷中部-北陸間

【週間商品（一次～三次➀）】

中部⇒北陸への融通可能性確認結果（➀24.2％②68.1％③7.8％） 北陸⇒中部への融通可能性確認結果（➀1.6％②6.8％③91.6％）

中部⇒関西への融通可能性確認結果（➀22.3％②52.7％③25.0％） 関西⇒中部への融通可能性確認結果（➀0.9％②0.8％③98.4％）

▷中部-関西間
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（参考）広域調達可能性調査（2024/1/1～2024/12/31）

▷北陸-関西間

【週間商品（一次～三次➀）】

北陸⇒関西への融通可能性確認結果（➀50.0％②38.3％③11.6％） 関西⇒北陸への融通可能性確認結果（➀18.4％②65.9％③15.6％）

関西⇒中国への融通可能性確認結果（➀24.6％②75.1％③0.3％） 中国⇒関西への融通可能性確認結果（➀20.8％②55.9％③23.3％）

▷関西-中国間
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（参考）広域調達可能性調査（2024/1/1～2024/12/31）

▷関西-四国間

【週間商品（一次～三次➀）】

関西⇒四国への融通可能性確認結果（➀ - ②0.7％③99.3％） 四国⇒関西への融通可能性確認結果（➀1.9％② - ③98.1％）

中国⇒四国への融通可能性確認結果（➀22.7％②55.4％③21.9％） 四国⇒中国への融通可能性確認結果（➀30.2％②57.4％③12.4％）

▷中国-四国間
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（参考）広域調達可能性調査（2024/1/1～2024/12/31）

▷中国-九州間

【週間商品（一次～三次➀）】

中国⇒九州への融通可能性確認結果（➀22.2％ ②65.4％③12.4％） 九州⇒中国への融通可能性確認結果（➀11.4％②7.9％③80.7％）



⚫隣接エリアの調整力を考慮したケースを全連系線で試算したところ、調整力ΔkW市場の関西-中国間を除いたすべての連
系線で実質的な市場分断発生率が20％を超えている状況にある。

⚫この隣接エリアの調整力の有無を考慮した場合、調整力ΔkW市場の週間商品については、北海道から九州までの単独の９
エリア、前日商品は 関西-中国間のみを1エリアとした全体で8エリアとして地理的範囲を画定することとなる。

⚫このように、隣接エリアの調整力を考慮したケースにおいては、従来の連系線空き容量のみを考慮する方法と比べて、よ
り地理的範囲が細分化される結果となる。

⚫ただし、上記の地理的範囲で試算した場合においても、調整力ΔkW市場又は調整力kWh市場における市場シェア又は
PSI判定のいずれか１つでも判定された事業者は対象事業者とする整理となっているため、最終的な対象事業者の結論に
変動がないことを確認している。
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（参考）隣接エリアの調整力充足状況を考慮したケース

・週間商品（一次～三次➀）
【全エリアとりまとめ】

・前日商品（三次②）
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1.地理的範囲の画定について

2.大きな市場支配力を有する蓋然性の評価について

3.2025年度の事前的措置の対象とする事業者の範囲について



２０２５年度 （参考）２０２４年度

調整力ΔkW市場
（週間商品）

・一次調整力～三次調整力➀の各取引における市場シェア
・一次調整力～三次調整力➀の各取引におけるＰＳＩ
（２０２４年１月～２０２４年１２月）

・三次調整力➀の取引における市場シェア
・三次調整力➀の取引におけるＰＳＩ
（２０２３年１月～２０２３年１２月）

調整力ΔkW市場
（前日商品）

・三次調整力②の取引における市場シェア
・三次調整力②の取引におけるＰＳＩ
（２０２４年１月～２０２４年１２月）

・三次調整力②の取引における市場シェア
・三次調整力②の取引におけるＰＳＩ
（２０２３年１月～２０２３年１２月）

調整力kWh市場
・一次～三次②の調整力に参加する電源の市場シェア
・広域運用調整力のロットごとの指令量によるＰＳＩ
（２０２４年１月～２０２４年１２月）

・電源Ⅰ・Ⅱ、三次調整力➀・②に参加する電源の市場シェア
・広域運用調整力のロットごとの指令量によるＰＳＩ
（２０２３年１月～２０２３年１２月）

⚫ 2025年度の対象事業者を特定するにあたって、前頁までの地理的範囲の画定の分析結果を基に、大きな市場支配力を有
する蓋然性の評価に関して、従来までの設定方法の整理のもとで分析・評価を実施した。
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大きな市場支配力を有する蓋然性の評価方法

大きな市場支配力を有する蓋然性の評価方法

大きな市場支配力を有する蓋然性の評価方法

具体的設定

市場シェア分析により、発電事業者等の市場支配力行使可能性のポテンシャルを評価、また、市場支配力の行使は、需給ひっ迫時など状況によっては、
小規模事業者でも行使可能であることから、ＰＳＩ分析により、実際の取引において市場支配力行使可能な状態にあったかどうかを評価。
両者の分析結果を総合的に判断し、大きな市場支配力を有する蓋然性を評価。
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（参考）Pivotal Supplier Index について

⚫ PSIは、需要を満たすために、ある発電事業者等の供給力が不可欠かどうかを試算。あ
る発電事業者等の供給力を除いた市場全体の供給力が、市場全体の需要よりも小さ
い場合、当該事業者は高値入札を行っても確実に限界電源となることができるため、価
格操縦が可能となる。

kWh

円/kWh

調整力指令量

Ｘ社Ｘ社以外

●市場支配力を行使できない X社以外で調整力の指令量
を満たせるため、X社が高値
で価格登録した場合は、指
令されない可能性がある。

円/kWh

調整力指令量

Ｘ社Ｘ社以外

●市場支配力を行使可能 X社の電源等が調整力の指
令量を満たすために必要不
可欠であるため、X社は高値
で価格登録しても必ず指令
される。

kWh

調整力kWh市場に適用する場合、対象とするPivotal Supplier を協調を想定して複数者設定するかどうか。米国PJMでは、協調を
想定して、 Pivotal Supplier を3者設定する、Three Pivotal Supplier Test を実施。

2020年6月 第48回制度設計専門会合 資料7
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（参考）2024年度向けの大きな市場支配力を有する蓋然性の評価基準

大きな市場支配力を有する蓋然性の評価 対象判断

調整力kWh
市場

市場シェア20%以上 事前的措置の適用対象

市場シェア20%未満かつピボタルなロットが12ロット以上 事前的措置の適用対象

市場シェア20%未満かつピボタルなロットが12ロット未満 事前的措置の適用対象外

調整力ΔkW
市場

市場シェア20%以上 事前的措置の適用対象

市場シェア20%未満かつピボタルなブロックが半分以上 事前的措置の適用対象

市場シェア20%未満かつピボタルなブロックが半分未満 事前的措置の適用対象外

⚫ 2024年度向けの分析（2023年のデータを用いた分析）において、大きな市場支配力を有する
蓋然性の評価基準については、2023年度向け分析の基準を踏襲することとしてはどうか。

⚫ なお、2023年3月5日までは調整力の発動指令時間が15分毎（1コマあたり2ロット）であったこ
とに対して、3月12日以降は調整力の発動指令時間が5分毎（1コマあたり６ロット）となってい
る。2023年度向け分析（調整力kWh市場）で4ロット（2コマ）以上を基準としていた項目は
12ロット（2コマ）を基準とする。
※ 2023年３月６日～11日は試験運用期間として、5分毎の運用を徐々にエリアを拡大して適用した。

2024年2月 第94回制度設計専門会合 資料7



a. 北海道
b. 東北
c. 東京
d. 中部
e. 北陸・関西・中国・四国
f. 九州

d ＪＥＲＡ 100.0% 100.0% 100.0% 1.9%

中電ミライズ - - - 98.0％

その他 - - - 0.1％

e 北陸電力 13.5% 22.4% 13.6% 12.2%

関西電力 26.6% 20.0% 31.4% 35.1%

中国電力 38.3% 33.0% 20.1% 25.9%

四国電力 21.6% 12.3% 16.0% 12.8%

その他 - 12.3% 18.9% 14.0%

f 九州電力 95.5% 100.0% 100.0% 100.0%

その他 4.5% - - -
34

事業者
シェア率(累積入札量割合)

一次 二次➀ 二次② 三次➀

a 北海道電力 80.0% 99.5％ 98.7％ 99.2％

その他 20.0% 0.5％ 1.3％ 0.8％

b 東北電力 94.1% 100.0% 100.0% 100.0%

その他 5.9% - - -

c ＪＥＲＡ 100.0% 100.0% 5.1% 5.5%

東電RP - - 55.4% 45.4%

東電EP - - 39.5% 34.1%

その他 - - - 15.0%

a

b

c
d

e

f

調整力ΔkW市場の市場シェアについて（週間商品）
⚫ 今回設定した地理的範囲に基づき、各商品別のブロック単位で2024年1月～2024年12月の年間取引につ
いて、総入札量合計に対する各事業者の入札量割合を算定した市場シェアは以下のとおりとなる。

⚫ 市場シェア率20%を超える商品を含む事業者は下記赤枠のとおり。



a. 北海道
b. 東北
c. 東京
d. 中部
e. 北陸・関西・中国
f. 四国
g. 九州

f

d ＪＥＲＡ 41.3%

東電EP 50.2％

その他 8.5％

e 関西電力 74.8%

その他 25.2%

f 四国電力 90.2%

その他 9.8%

g 九州電力 99.9%

その他 0.1%

. 事業者 シェア率(累積入札量割合)

A 北海道電力 90.3％

その他 9.7％

b 東北電力 93.3%

その他 6.7％

c ＪＥＲＡ 26.0%

東電EP 55.0%

その他 19.0%
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a

b

c
d

e

g

調整力ΔkW市場の市場シェアについて（前日商品）
⚫ 今回設定した地理的範囲に基づき、前日商品（三次②）をブロック単位で2024年1月～2024年12月の年
間取引について、総入札量合計に対する各事業者の入札量割合を算定した市場シェアは以下のとおりとなる。

⚫ 市場シェア率20%を超える事業者は下記赤枠のとおり。



a. 北海道
b. 東北
c. 東京
d. 中部
e. 北陸・関西・中国・四国
f. 九州

事業者

PSIの算出結果
（ピボタルと判定されたブロック数）

一次 二次➀ 二次② 三次➀

a 北海道電力 27 26 15 20

b 東北電力 23 24 25 25

c 東電RP - - 22 27

東京ガス - - - 22

d ピボタルとなるブロックなし

e 北陸電力 27 27 17 27

関西電力 19 18 16 19

大阪ガス - 10 11 25

中国電力 27 27 17 27

四国電力 27 27 23 27

f 九州電力 19 27 27 27
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調整力ΔkW市場のPSIについて（週間商品）
⚫ 地理的範囲ごとに、2024年1月～2024年12月までの期間で、調整力募集量が多い順に各月３ブロックずつ

抜き出し（計36ブロック）、各事業者のピボタル（商品別に各ブロックの調整力募集量を満たすための各事
業者の応札量により判定し）であったブロック数を分析した。

⚫ 半数（18ブロック）以上でピボタルとなった商品を含む事業者は下記のとおり。



a. 北海道
b. 東北
c. 東京
d. 中部
e. 北陸・関西・中国
f. 四国
g. 九州

f

事業者

PSIの算出結果
（ピボタルと判定されたブロック数）

三次②

a 北海道電力 30

b 東北電力 31

c 東電EP 24

MCRE 22

d 東電EP 26

エナリス 22

JERA 20

中電ミライズ 18

e 関西電力 33

f 四国電力 35

g 九州電力 36

37

調整力ΔkW市場のPSIについて（前日商品）
⚫ 地理的範囲ごとに、2024年1月～2024年12月までの期間で、調整力募集量が多い順に各月３ブロックずつ

抜き出し（計36ブロック）、各事業者のピボタル（各ブロックの調整力募集量を満たすための各事業者の応
札量により判定し）であったブロック数を分析した。

⚫ 半数（18ブロック）以上でピボタルとなった事業者は下記のとおり。

a

b

cd
e

g
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a. 北海道
b. 東北
c. 東京
d. 中部
e. 北陸・関西・中国・四国
f. 九州

a

b

c

d

e

f

事業者 シェア率(認可出力割合)

a 北海道電力 97.8%

その他 2.2%

b 東北電力 99.4%

その他 0.6%

c ＪＥＲＡ 68.1%

東京電力EP 28.1%

その他 3.8%

d ＪＥＲＡ 82.8%

その他 17.2％

e 関西電力 44.6％

中国電力 22.9％

その他 32.5％

f 九州電力 98.2％

その他 1.8％

調整力kWh市場の市場シェアについて
⚫ 今回設定した地理的範囲に基づき、 2024年1月～2024年12月に入札された一次調整力～三次調整力②の
電源、蓄電池等の発電及び放電容量に基づく市場シェアを算出すると以下のとおりとなる。

⚫ 市場シェア20%を超える事業者は下記赤枠のとおり。



事業者
PSI算出結果
(ロット数)

a 北海道電力 102ロットでピボタルであった。

b 東北電力 44ロットでピボタルであった。

c ＪＥＲＡ 56ロットでピボタルであった。

東京電力EP 32ロットでピボタルであった。

M C R E 38ロットでピボタルであった。

東芝ESS 38ロットでピボタルであった。

エナリス 38ロットでピボタルであった。

東京ガス 26ロットでピボタルであった。

d ＪＥＲＡ 40ロットでピボタルであった。

東京電力EP 12ロットでピボタルであった。

e その他 12ロット以上のピボタルはなかった。

f 九州電力 18ロットでピボタルであった。
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広域運用調整力のPSIの算出結果

調整力kWh市場のPSIについて
⚫ 今回設定した地理的範囲ごとに2024年1月～2024年12月の広域予備率が低い順に上位20コマ（＝120
ロット＝20コマ×６ロット/コマ※）を対象として、広域運用調整力の上げ指令量と各事業者の調整可能量
から、各事業者がピボタル（調整力の指令量を満たすために必要不可欠な存在）であったかどうかの分析を
行った。

⚫ 今回の基準12ロット以上でピボタルとなった事業者は赤枠のとおり。

※ロットとは、調整力の広域運用を行う広域需給調整システムの演算周期の単位。
１ロット５分演算周期であるため、１コマは６ロットで構成される。



調整力ΔkW市場（週間商品）
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各分析結果まとめ
調整力kWh市場

事業者 市場シェア PSI

a 北海道電力 ● ●

b 東北電力 ● ●

c ＪＥＲＡ ● -

東京電力RP ● ●

東京電力EP ● -

M C R E - -

東京ガス - ●

東芝ESS - -

エナリス - -

d ＪＥＲＡ ● -

中電ミライズ ● -

東京電力EP - -

エナリス - -

e 北陸電力 ● ●

関西電力 ● ●

大阪ガス - ●

中国電力 ● ●

四国電力 ● ●

f 九州電力 ● ●

d ＪＥＲＡ ● ●

中電ミライズ - -

東京電力EP - ●

エナリス - -

e 北陸電力 - -

関西電力 ● -

大阪ガス - -

中国電力 ● -

四国電力 - -

f 九州電力 ● ●

事業者 市場シェア PSI

a 北海道電力 ● ●

b 東北電力 ● ●

c ＪＥＲＡ ● ●

東京電力RP - -

東京電力EP ● ●

M C R E - ●

東京ガス - ●

東芝ESS - ●

エナリス - ●

調整力ΔkW市場（前日商品）
事業者 市場シェア PSI

a 北海道電力 ● ●

b 東北電力 ● ●

c ＪＥＲＡ ● -

東京電力RP - -

東京電力EP ● ●

M C R E - ●

東京ガス - -

東芝ESS - -

エナリス - -

d ＪＥＲＡ ● ●

中電ミライズ - ●

東京電力EP ● ●

エナリス - ●

e 北陸電力 - -

関西電力 ● ●

大阪ガス - -

中国電力 - -

f 四国電力 ● ●

g 九州電力 ● ●
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1.地理的範囲の画定について

2.大きな市場支配力を有する蓋然性の評価について

3.2025年度の事前的措置の対象とする事業者の範囲について
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事前的措置の対象とする事業者の決定手法

⚫ 調整力ΔkW市場と調整力kWh市場の事前的措置の対象とする事業者については、両市場が相互に関連した市場であるこ
とから、これまで両市場の事前的措置の適用対象は同一とされてきた。

⚫ 更に適用対象の揃え方は、いずれかの市場で事前的措置の適用対象となれば、両市場で事前的措置の適用対象とすると
されてきた。

➢ 2021年度～2022年度：kWh市場とΔkW市場の両方で事前的措置の適用対象外である場合のみ、適用対象外とする。
➢ 2023年度～2024年度：kWh市場とΔkW市場(週間市場)及びΔkW市場(前日市場)のすべてにおいて、事前的措置の適用

 対象外である場合のみ、適用対象外とされている。

※また、需給調整ガイドラインにおいても、事前的措置の対象事業者について、両市場の事前的措置の適用対象を同一と
することが適当とされている。

⚫ 現状の調整力ΔkW市場では、市場参加者が増えてはいるものの、完全な競争状態に至っていない実態を踏まえると、こ
れまでの適用対象の設定方法を変更する特段の状況変化は無いと考えられる。したがって、両市場の事前的措置の適用
対象の設定方法は、いずれかの市場で該当した場合には適用対象とする、過年度からの整理と同様とすることとしては
どうか。

調整力ΔkW市場と調整力kWh市場の事前的措置の適用対象について



（参考）調整力kWh市場と調整力ΔkW市場の事前的措置の適用対象について

2022年４月 第72回制度設計専門会合 資料６
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事前的措置の対象とする事業者の決定手法①
（市場間の関連性について）

⚫ 2024年度からは、需給調整市場において新たな商品の取引が開始される。 （一次
調整力、二次調整力①、二次調整力②）一方で、これら商品についての取引実績は
現時点で存在しない。
※１ 一般送配電事業者が調整力提供事業者から複数商品を同時に調達する複合約定ロジックによる約
定も予定されている。

⚫ 需給調整市場については、相互に関連性も強いことから、一つの市場において価格支
配力を有する事業者については、調整力市場全体で事前価格規律の対象とすること
が妥当ではないか。
※２ 2021年度、2022年度の検討においては、調整力kWh市場と調整力ΔkW市場の事前的措置の
適用対象は同一とすることと整理された。
※３ 2023年度は、いずれかの調整力市場で大きな価格支配力を有するとされた事業者は、他の調整力
市場においても大きな価格支配力を有する事業者であった。

⚫ なお、本運用については、2024年度の需給調整市場の状況を見て、2025年度の
検討の際に、改めて検討するべきではないか。

2024年2月 第94回制度設計専門会合 資料7



地理的範囲 事前的措置の対象事業者

北海道 北海道電力

東北 東北電力

東京

J E R A
東京電力EP
東京電力RP

M C R E
東京ガス
東芝ESS
エナリス

中部

J E R A
中電ミライズ
東京電力EP

エナリス

北陸
関西
中国

北陸電力
関西電力
大阪ガス
中国電力

四国
四国電力

九州 九州電力

地理的範囲 事前的措置の対象事業者

北海道 北海道電力

東北 東北電力

東京

J E R A
東京電力EP

中部

J E R A
中電ミライズ
東京電力EP
電源開発

北陸
関西
中国
四国

北陸電力
関西電力
大阪ガス
中国電力
四国電力
電源開発

九州 九州電力

前年度対象事業者との比較
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事業者数＋4者（東電RP・MCRE・東京ガス・東芝ESS・エナリス、▲電源開発）：12者→16者 地理別事業者数＋4者：15者→19者

（前年度対象事業者） （当年度対象事業者）

新規対象事業者 対象外事業者



⚫ 新規事業者は＋５事業者となるが、東電RP以外は、いずれもPSIでのみ対象事業者と判定されている。

＜東京電力リニューアブルパワー株式会社（東電ＲＰ）＞
調整力ΔkW市場における週間商品（二次②及び三次➀）において、東京エリアで２０％以上のシェア率を有している。
また、同市場における分析対象となった基準を超えるピボタルであった。

＜MCリテールエナジー株式会社（MCRE）＞
調整力ΔkW市場における前日商品（三次②）及び調整力kWh市場における東京エリアで、いずれも分析対象となった基準を超えるピボタルであった。

＜東京ガス株式会社＞
調整力ΔkW市場における週間商品（三次➀）及び調整力kWh市場における東京エリアで、いずれも分析対象となった基準を超えるピボタルであった

＜東芝エネルギーシステム株式会社（東芝ESS）＞
調整力kWh市場における東京エリアで、分析対象となった基準を超えるピボタルであった。

＜株式会社 エナリス(東京エリア、中部エリア)＞
東京エリアについては、調整力kWh市場における分析対象となった基準を超えるピボタルであった。
中部エリアについては、調整力ΔkW市場における前日商品（三次②）において、分析対象となった基準を超えるピボタルであった。

⚫判定対象外の事業者となった電源開発株式会社については、下記要因で対象外となっている。

対象外となった要因：（中部）応札事業者の変更により対象から外れている。
（四国）四国にある発電所がトラブル等による長期計画外停止となったため。

この点、四国エリアにおいて長期計画外停止となった上記発電所については、➀2025年より正常稼働が予定され、②仮に2024年に正常
稼働がされていた場合には、閾値の20％を超える市場シェア率を有することが確認されている。このため、四国エリアにおいて、同社を事
前的措置の対象事業者とするべきかについてご議論頂きたい。
※なお、来年度以降についても、発電所等の長期計画外停止により、事前的措置の対象とする事業者の範囲から除外された事業者に関し

ては、長期計画外停止がなかったとしたらどのような結果となっていたかを踏まえて判定することとしてはどうか。

新たに対象となった事業者及び対象外となった事業者の検討
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2024年度の対象事業者との比較について
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事前的措置の対象とする事業者のとりまとめ
⚫ ２０２５年度の事前的措置の対象とする事業者の範囲については、いずれかの市場で市場シェア又はPSIで判定された
事業者に加え、計画どおりの運転がなされていれば、本来対象とされていた電源開発（四国）を加えた17事業者（地理
別20事業者）対象とすることとしてはどうか。

⚫ なお、市場シェアが２０％を超えていなくても比較的高いシェアを有している事業者や分析対象コマの中で特定のコマ
においてピボタルとなる事業者も存在するため、事前的措置の適用対象には該当しないものの、そうした事業者の存在
を念頭に事後監視を行うこととする。

No 事前的措置の対象とする事業者 対象エリア

➀ 北海道電力 北海道

② 東北電力 東北

③ ＪＥＲＡ 東京、中部

④ 東京電力ＥＰ 東京、中部

⑤ 東京電力ＲＰ 東京

⑥ ＭＣＲＥ 東京

⑦ 東京ガス 東京

⑧ 東芝ＥＳＳ 東京

⑨ エナリス 東京、中部

⑩ 中部電力ミライズ 中部

⑪ 北陸電力 北陸

⑫ 関西電力 関西

⑬ 大阪ガス 関西

⑭ 中国電力 中国

⑮ 四国電力 四国

⑯ 電源開発 四国

⑰ 九州電力 九州


